
区　分 個人
入園料

団体入園料
（30人以上）

大人
１人１回につき 100円 60円

小・中学生
１人１回につき 50円 30円

区　分 個人
観覧料

団体観覧料
（30人以上）

大人
１人１回につき 310円 200円

小・中学生
１人１回につき 150円 100円

区　分 個人
入園料

団体入園料
（20人以上）

年間
入園料

一般
市内 100円 60円

1,000円
市外 300円 200円

児童・
生徒

市内 無　料
市外 100円 60円 1,000円

区　分 個人
観覧料

団体観覧料
（20 人以上）

一般
市内 300円 200 円
市外 300円 200 円

児童・
生徒

市内 無　料
市外 150円 100円
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　近年の人件費や物価の高騰等により、施設の運営経費が増加していることから、
適正な受益者負担を図ることや近隣市町との均衡を確保することなどを目的に各
施設における市外利用者等の料金を改定し、安定した施設運営をするものです。

な ぜ そ れ ら の 条 例 を 改 正 す る の ？

③御用邸記念公園

区　分 市外住民に
かかる使用料

火葬料
12歳以上 30,000 円
12歳未満 10,000 円
死　胎 5,000 円

焼却料 身体の一部等 5,000 円

区　分 市外住民に
かかる使用料

火葬料
12歳以上 50,000 円
12 歳未満 30,000 円
死　胎 20,000 円

焼却料 身体の一部等 20,000 円

①斎　場

西附属邸

本邸苑地
西附属邸苑地
東附属邸苑地

区　分 基本使用料

一般
市内

１面
２時間につき

830円
市外 1,660円

児童・
生徒

市内 410円
市外 830円

区　分 基本使用料

一般
１面
２時間につき

830円

児童・生徒 410円

区　分 基本利用料金

一般
１面
２時間につき

1,460 円

児童・生徒 730円

②テニスコート

大岡公園
テニスコート

愛鷹運動公園
テニスコート

区　分 基本利用料金

一般
市内

１面
２時間につき

1,460 円
市外 2,920円

児童・
生徒

市内 730円
市外 1,460円
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